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大規模の建築物の主要構造部等の規制緩和
建築基準法（以下「建基法」という。）第21条では、

従来、高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍを超える建
築物や延べ面積が3,000㎡を超える建築物は、床、
屋根、階段を除き主要構造部を木造としてはならな
いこととされていたが、アメリカからの要請により昭
和62年（1987）と平成５年（1993）に高さ制限関係
規定が、平成12年（2000）の性能規定化に伴う規定
整理と平成27年（2015）の木材利用促進を企図し
た規定整備により面積制限関係規定が、それぞれ緩
和された。表１はその変遷を建基法第21条について
整理したものである。平成５年（1993）の緩和は建築
基準法施行令（以下「建基令」という。）の改正によっ
て行われたため、この表には含まれていない。

大規模木造体育館等の建設を可能とするための高
さ制限の緩和
表１で見るように、日米MOSS協議（昭和60年

（1985）～61年（1986）、「フェスク11月号・第42
回」参照）を踏まえ、昭和62年（1987）に建基法第
21条第１項にただし書きが追加され、「構造方法、
主要構造部の防火の措置その他の事項について安全
上及び防火上必要な政令で定める技術的基準に適
合する建築物」については、高さ13ｍ又は軒高９ｍ
を超える建築物を木造とすることが認められた。
この改正は、それまで鉄骨トラス等によって造ら

れていた学校の体育館などを、大断面集成材を用い
た柱や横架材を使って造ることができるようにしよ
う、というものであり、関連して建基令第46条（構
造耐力上必要な軸組等）、同第115条の２（防火壁
の設置を要しない建築物に関する技術的基準等）、

同第129条（特殊建築物等の内装、現第128条の
５）なども改正されている。
アメリカは当初、木造のドーム球場のようなものが

建設できるように、などと主張していたが、そのよう
な特殊なものは建基法第38条による大臣認定で建
設できるためか、結局、日本全体で木材使用量の増
加を期待できる学校の体育館などが主たるターゲッ
トとなった。このため、延べ面積が3,000㎡を超え
る建築物を木造とすることを禁止する規定（現建基
法第21条第２項）は改正されなかった。
現建基法第21条第１項でいう「政令」は、昭和62

年（1987）改正時点では「第129条の２第１項」で
あり、「法第21条第１項の政令で定める技術的基準
は、（建基令）第46条第２項第１号イからニまで及
び第115条の２第１項各号（第１号及び第３号を除
く。）に掲げる基準とする。」とされていた。その後、平
成５年（1993）に木造３階建て共同住宅関係の規制
緩和が行われた際に（これについては次号で解説す
る。）、その技術的基準が第129条の２第１項に「第
１号」として追加されたため、この規定は「第２号」と
なった。さらに、平成12年（2000）の性能規定化の
際に関係する規定整理が行われて「第129条の２の
３」となり、そのまま現在に至っている。

大断面集成材を使用した燃えしろ設計
昭和62年（1987）の改正時の「第46条第２項第

１号イからニまで」は表２のようなものだった。
この基準は、「大断面集成材を構造部材に用いる

ことにより、火災になって外殻部分が燃えても、構
造耐力上主要な働きをする芯の部分は残るため、避
難等に必要な時間は倒壊せずに持ちこたえることが
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高さ13ｍ又は軒高9ｍを超える建築物や延べ面積が3,000㎡を超える建築物については、
従来、木造とすることは禁止されていたが、安全上・防火上必要な性能を有するものについて
は、昭和62年（1987）と平成５年（1993）に高さ制限関係規定が、平成12年（2000）と平成
27年（2015）に面積制限関係規定が、それぞれ緩和された。
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※1　耐火構造又は耐火性能検証法に適合するもの      
※2　壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備をいう（建基法第21条第２項第２号）

表１　建築基準法第21条（大規模木造建築物に対する規制）の変遷

施行期間 規制対象
高さ13ｍ又は軒の高さ９ｍ超の

建築物 延べ面積3,000㎡超の建築物

本文 ただし書き 本文 ただし書き

昭和25年（1950）
11月

～

昭和62年（1987）
11月 主要構造部（床、

屋根及び階段を除
く。）

木造としてはなら
ない。

－

木造としてはならない。

－

昭和62年（1987）
11月

～

平成12年（2000）
５月

構造方法、主要構
造部の防火の措
置その他の事項
について安全上
及び防火上必要
な政令で定める
技術的基準に適
合する建築物（政
令で定める用途
に供するものを
除く。）は、この限
りでない。

平成12年（2000）
６月

～

平成27年（2015）
５月

主要構造部（床、
屋根及び階段を除
く。）の政令で定め
る部分の全部又は
一部に木材、プラ
スチックその他の
可燃材料を用いた
もの

第２条第９号の
２イ※１に掲げる
基準に適合する
ものとしなければ
ならない。

第２条第９号の２イ※１に掲げ
る基準に適合するものとしなけ
ればならない。

平成27年（2015）
６月

～

①第２条第９号の２イに掲げる
基準に適合するもの、又は
②壁等※２のうち、通常の火災に
よる延焼を防止するために当該
壁等に必要とされる性能に関し
て政令で定める技術的基準に適
合するもので、国土交通大臣が
定めた構造方法を用いるもの又
は国土交通大臣の認定を受けた
ものによって有効に区画し、か
つ、各区画の床面積の合計をそ
れぞれ3,000㎡以内としたもの、
としなければならない。

方もあるのか」と、随分感心したものだった。その後、
平成12年（2000）の改正の際に性能規定化の趣旨
に沿ってハとニが削除され、現在はイとロだけになっ
ているが、その意図するところは同じである。

できる。」というMOSS協議におけるアメリカの主張
（通称「燃えしろ設計」）を、初めて取り入れたもので
ある。「燃えしろ設計」の考え方は、今では常識になっ
ているが、初めて聞いた時は、「なるほどそういう考え
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令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチッ
クその他の可燃材料を用いた（建築物）」という概念
が登場した。この概念は、建基法第23条で「木造建
築物等」と名づけられたものと同じものである。
「主要構造部（床、屋根及び階段を除く。）の政令で
定める部分」というのは、平たく言えば「構造上ほん
とうに建築物を支えている部分」のことであり、主要
構造部のうち自重、積載荷重または積雪荷重（多雪
区域のみ）を支える部分（建基令第109条の４）とさ
れている。
この「主要構造部」は「床、屋根及び階段を除く。」

とされているので、そのまま読めば「床以外の主要構
造部で積載荷重を支える部分」とか「屋根以外の主
要構造部で積雪荷重を支える部分」などが対象とな
ることになり、一瞬奇妙な感じがするが、要するに「自
重と積載荷重（多雪区域では積雪荷重も）を支える
壁柱及びはり」のことだと考えればよい。

主要構造部を木造とすることができる大規模の建
築物の技術的基準等
表３は、昭和62年（1987）改正時の建基令第115

条の２関係規定の概要を整理したものである。性能
規定化と所管大臣の名称変更により文言は多少変
わっているが、内容は現行規定とほぼ同様である。
従来は建基令第129条（当時）第４項で学校と

体育館が内装制限の適用除外とされていたが、建基
令第115条の２第１項に第７号（表３⑤）の規定が
入ったため同項が改正され、内装制限の適用除外か
ら体育館だけはずされている。

性能規定化に伴う規定整備
平成10年（2008）の性能規定化の際には、建基法

第21条の基本理念ともいうべき「主要構造部…を木
造としてはならない。」という表現がなくなり、その代
わりに「主要構造部（床、屋根及び階段を除く。）の政

表３　主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等（建基令第115条の２（昭和62年（1987）改正時）関係）
技術的基準の概要 該当条文

① ２階建て以下であること 建基令第115条の２第１項第２号

② 外壁、軒裏、２階の床等が防火構造であること 同項第４号

③ 地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること 同項第５号

④ 火気使用室とその他の部分が耐火構造の床、壁、火災感知器連動閉鎖式防火
戸等の特定防火設備で区画されていること 同項第６号

⑤ 各室および通路が、難燃材料で内装制限されているか、スプリンクラー設備等
と排煙設備が設置されていること 同項第７号

⑥ 継手または仕口が通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止できる
構造であること 同項第８号

⑦ 所定の構造計算によって、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそ
れのないことが確かめられた構造であること 同項第９号

（注）柱、横架材、継手及び仕口は構造耐力上主要な部分のもの

表２　 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等（建基令第46条第２項第１号イ～ニ（昭和62年（1987）
改正時）関係）

基準の概要

イ 柱及び横架材に使用する集成材等の品質が強度及び耐久性に関し建設大臣の定める基準に適合していること

ロ 柱の脚部が鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること

ハ 柱及び横架材の小径が15㎝以上かつ断面面積が300㎠以上であること

二 継手又は仕口が、構造計算又は実験によつてその部分の存在応力を伝えるように緊結していること


